
主任介護支援専門員更新研修後の有効期間更新の取扱いについて

主任介護支援専門員更新研修（以下「主任更新研修」という。）を修了した者の介護支援専門員証の有効期間は、原則として主任更新研修
修了証書の有効期間に置き換えて、両方の有効期間を揃えることを原則とします。ただし、主任更新研修修了時に、介護支援専門員証の有効
期間が主任介護支援専門員の有効期間より先に満了する場合、例外的に有効期間を揃えられず、介護支援専門員証と主任介護支援専門員証の
自己管理が必要になります。

有効期間を揃える場合の更新（例）

有効期間を揃えられない場合の更新（例）
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※原則、介護支援専門員証の有効期間を主任介護支援
専門員の有効期間に揃えるが、11ヶ月長く発行する
こととなり、揃えることができない。
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R19
３/22

R6
3/8

R10
2/20

主任介護
支援専門員

介護支援
専門員証

５年間

R15
2/20

R5
2/20
修了

R10.2.20を基準に５年間更新 ５年間

主任研修修了

R8
11/6
修了

主任更新研修修了

５年間

※令和6年3月8日から5年間の有効期間のうち、令和
10年2月20日以降分を放棄し、介護支援専門員証の有
効期間を置き換えます。５年間

置換後の有効期間（主任と揃う）

※放棄

５年間ケアマネ証の更新手続
（更新手数料が必要）

ケアマネ証の更新手続
（更新手数料が必要）
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